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Ⅰ はじめに  

 

一連の公文書をめぐる問題を踏まえ、公文書管理の適正を確保するため、

平成 29 年 12 月に「行政文書の管理に関するガイドライン」（以下「ガイド

ライン」という。）が改正され、平成 30年４月から、その趣旨を踏まえて改

正された各行政機関の行政文書管理規則（以下「文書管理規則」という。）

が施行された。その後、平成 30 年７月には、行政文書の管理の在り方等に

関する閣僚会議において、「公文書管理の適正の確保のための取組について」

（以下「閣僚会議決定」という。）が決定され、内閣府において、各府省にお

ける新たなルールに基づく取組の実態を的確に把握し、その確実な実施を図

ることとされた。 

 

 公文書監察室は、閣僚会議決定等を踏まえ、平成 30 年９月に発足し、公

文書管理の適正を確保するため、第三者的な立場から各行政機関の公文書管

理の状況をチェックし、その結果を各行政機関等にフィードバックすること

により、文書管理に係るＰＤＣＡサイクルの確立を目指している。 

 具体的には、 

（ⅰ）各行政機関の文書管理の現場に出向き、実態を調査することにより、

不適正な取扱いのチェックを行うとともに、課題や好事例を抽出し、文

書管理事務及び制度運用の改善につなげること 

（ⅱ）各行政機関からの日常的な相談・問合せ等に対応する中で、文書管理

の状況や課題を把握し、それぞれの実情を踏まえた指導を行うこと 

（ⅲ）行政文書の紛失・誤廃棄等の不適正事案発生時には、必要な助言・指

導を行うとともに、再発防止の観点から、当該行政機関の対応状況を厳

正にチェックすること 

 等に取り組んでいる。 

 

令和２年度は、引き続き、上記（ⅰ）の取組として、これまでに実施した

各行政機関に対する定期監査で把握した課題等を踏まえつつ、①地方支分部

局等における行政文書の管理状況、②行政文書ファイルの管理状況、③行政

文書の管理状況の点検・監査の実施状況等の３つを監査事項とした。上記①

の監査は、行政文書ファイル等の約６割が地方支分部局において保有されて

いる 1という状況等を踏まえ、地方支分部局等 2における行政文書の管理状

況や基本ルールの定着の度合い等を、昨年度に引き続き、調査することとし

たものである。上記②の監査は、行政文書ファイル管理簿への記載漏れ等の

                                                      
1  令和元年度における行政文書ファイル等の保有割合は、地方支分部局が 58.6％を占めているのに対し、

本省庁が 7.0％、施設等機関が 3.9％、特別の機関が 30.5％となっている。（「令和元年度における公文

書等の管理等の状況について」令和３年３月内閣府大臣官房公文書管理課） 
2  本監査は、地方支分部局のほか、本省庁以外の施設等機関及び特別の機関を対象とした。 
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事例がみられることを踏まえ、行政文書ファイル管理の現状や各府省庁の事

情等を把握、分析し、文書管理の改善に資するために実施したものである。

上記③の監査は、行政機関が実施する行政文書の管理に係る点検及び監査に

ついて、その課題や有効な取組事例の把握、検証等を行うため、昨年度に引

き続き、実施したものである。いずれの監査においても、ルールに沿った対

応が行われているかを厳正にチェックすることに加え、政府全体での継続的

な改善・向上につなげることができるよう、課題や工夫事例の把握にも努め

た。本年度の定期監査の対象については、巻末別添１～３に掲げるとおりで

ある。 

なお、本年度の定期監査に当たっては、新型コロナウイルス感染症に係る

感染状況等を踏まえ実施時期に留意するとともに、監査先の行政機関の協力

の下、感染防止対策の徹底を行いつつ実施した。 

以下では、それぞれの監査の概要を報告する。また、行政文書の紛失・誤

廃棄等の事案に係る原因分析及び当室のその他の活動状況についても併せ

て報告する。 
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Ⅱ 令和２年度の定期監査① 

  ～地方支分部局等における行政文書の管理状況に係る監査～ 

 

１ 本監査について 

⑴ 監査の目的 

本監査は、地方支分部局等における行政文書の管理状況や基本ルールの定

着度合い等をヒアリングや現物調査を通じて確認し、必要な指導・助言等を

行うことをもって、職員の文書管理に係る意識の向上を促すとともに、地方

支分部局等における文書管理に係る課題等を把握し、その結果をフィードバ

ックすることにより、地方支分部局等のみならず、政府全体における文書管

理に係るＰＤＣＡサイクルの活用により継続的な改善に資することを主な

目的として実施した。 

 

⑵ 監査の対象 

本監査は、昨年度までの監査実施状況や、地方支分部局等における行政文

書の保有状況等を踏まえ、人事院、内閣府、宮内庁、消防庁、検察庁、公安

調査庁、外務省、文部科学省、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び

防衛装備庁の 12 行政機関の地方支分部局等の 12 部署 3（別添１参照）を対

象に実施した。 

 

⑶ 監査の方法 

監査対象部署に係る標準文書保存期間基準（以下「保存期間表」という。）、

行政文書ファイル保存要領（以下「保存要領」という。）等の文書管理に係

る規程類や行政文書ファイル管理簿等を確認するとともに、地方支分部局等

における行政文書の管理状況等について書面調査及び実地調査を行った。実

地調査は、公文書監察室の職員が、監査対象部署に赴き、ヒアリング及び現

物調査を行った。 

  （ヒアリング） 

監査対象部署の文書管理者又は文書管理担当者等から、当該部署における

行政文書の管理状況について説明を受けた。また、文書管理事務を適正かつ

円滑に行う上での課題や工夫点について聴取した。 

  （現物調査） 

公文書監察室が指定した行政文書ファイル等について、行政文書ファイル

                                                      
3 本監査の対象は、基本的には１機関につき１課室であるが、複数の課室を合わせて対象としている機関

もあるため、部署と表記した。 
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管理簿の記載との整合性等の観点から検分するとともに、事務室、書棚、書

庫等における整理状況について確認した。 

 

⑷ 実施時期 

令和２年７月 10日から同年 12月 14日までの間、実施した。 

 

２ 監査結果 

監査対象部署が、公文書管理に関する法令に従い、ガイドラインに沿った形

で、文書管理に着実に取り組んでいることを確認した。また、様々な工夫等の

例もあり、より良い文書管理を行おうとする姿勢が見受けられた。 

ただ、同時に、更なる改善の余地や見直しを要する事例も見受けられたとこ

ろである。 

こうした監査結果について、政府全体の文書管理に係るＰＤＣＡサイクルを

通じた底上げを図る観点から、改善・見直しを要するものとして当室が指摘し

た主な事項と監査対象部署以外でも参考となり得る工夫事例を含め、その概要

を記載する。 

 

⑴ 行政文書ファイル等の現況 

本監査では、現物調査の対象として指定した行政文書ファイル等について、

行政文書ファイル管理簿の記載事項と現物の状況（行政文書の内容、保存場

所、ファイリング用具の背表紙に記載された情報（以下「背表紙情報」とい

う。）など）との突合等による検分を行った。その結果、対象とした行政文

書ファイル等の大半については適正に管理されていることを確認したもの

の、一部に改善や見直しが必要な状況等が認められた。その主なものは、事

務室、書庫等の確認におけるものも含め［事例１］のとおりである（［事例］

に掲げるもののうち、複数部署で共通してみられたものには〇を付している。

以下同じ。）。他方、紛失・誤廃棄等の防止等のために工夫して取り組んでい

る例［事例２］もみられた。 

 

［事例１］ 

分類の設定 

・行政文書ファイル管理簿に記載の行政文書ファイルの分類が、保存期間表の分

類と一致していない。 

行政文書ファイル等の名称（小分類）の設定 

・行政文書ファイルの名称がその内容を端的に示すものとなっていない。 

保存期間の設定 
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・行政文書ファイルの書誌情報及び背表紙情報について、実際に行政文書が作成・

取得された年度となっていないため、保存期間の起算日等との整合性が取れて

いない。 

・行政文書ファイルに設定されている保存期間が、保存期間表の保存期間と一致

しない。 

保存場所 

・行政文書ファイル管理簿に記載の保存場所と実際の保存場所が異なる。○ 

ファイリング用具への格納 

・複数の行政文書ファイルを同一のファイリング用具に格納しているが、行政文

書ファイルごとに明確に識別できるようになっていない。○ 

・廃棄協議中の行政文書ファイルについて、複数年度の行政文書ファイルが綴ら

れている１つのファイリング用具に廃棄協議中でないものと一緒に収められて

いる。 

背表紙等の貼付 

・行政文書ファイルに背表紙等が貼付されていない。 

・異なる行政文書ファイルの背表紙を誤って貼付している。  

背表紙情報の内容 

・複数分冊がある行政文書ファイルについて、分冊表示がない。〇 

・行政文書ファイルについて、背表紙情報がファイル名のみや名称（小分類）及

び作成・取得者のみである。○ 

背表紙情報と行政文書ファイル管理簿の不一致 

・行政文書ファイル管理簿の記載内容と背表紙情報の内容が異なっている。〇 

レコードスケジュールの設定 

・保存期間満了時の措置を移管とすべき行政文書ファイルについて、廃棄となっ

ている。 

 

［事例２］ 

背表紙の工夫 

・廃棄協議中である紙媒体の行政文書ファイルについて、背表紙にその旨を示す

表示がされており、他の行政文書ファイルと区別されている。〇 

・背表紙に、作成・取得年度ごとや分類ごとに、色による視覚的な区分けを行っ

ている例がある。〇 

  

⑵ 事務室・書庫等の整理状況 

本監査では、監査対象部署の事務室、書庫等に公文書監察室の職員が赴き、

行政文書ファイル等の整理状況等の検分を行った。その結果、概ね適正な状
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況にあることを確認したが、一部においては、改善・見直しを要する状況が

あった［事例３］。また、紛失・誤廃棄等の防止等のために工夫している例

［事例４］もみられた。 

 

［事例３］ 

書棚と背表紙の態様 

・書庫内の棚に横一列に薄い多数のファイリング用具に編てつされた行政文書が

あり、小分類の境目に、文書管理システムから出力した背表紙ラベルを棚にぶ

ら下げる形で貼付している（背表紙ラベルが剥がれ落ち、境目が判別できなく

なる可能性あり。）。 

 

［事例４］ 

書棚の整理の工夫 

・書棚に年度がすぐに識別できるような表示を行っている。 

・書棚に保管している行政文書ファイルを把握しやすいように、行政文書ファイ

ルの保存場所を記録した整理票等を作成し、明示している。 

・書棚に保存場所を示すアルファベットを表示するとともに、行政文書ファイル

の保存場所の詳細を行政文書ファイル管理簿に明示し、検索が容易になるよう

にしている。 

その他 

・文書管理の意識付けのため、事務室内の視認しやすい場所に保存期間表や公文

書監理室作成に係る文書管理の要点を記した資料を掲示している。 

 

⑶ 行政文書ファイル管理簿の記載等 

① 事例 

本監査では、監査対象部署の行政文書ファイル管理簿に記載されてい  

る行政文書ファイル等の中から現物調査の対象を指定したが、３部署にお

いては、監査時点において保有されていないものがあった。これらについ

て、監査対象部署は、実際には作成・取得していない行政文書ファイル等

の情報を行政文書ファイル管理簿に記載していたこと（年度始めに文書管

理システム上で小分類を作成し、年度中に該当する行政文書を作成・取得

しなかったが、当該小分類を削除しなかった等）が考えられるとしている。 

また、本監査を通じ３部署において、行政文書ファイル管理簿への一

部行政文書ファイルの記載漏れの事例があることを把握した。これらにつ

いて、監査対象部署は、公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第

66号。以下「公文書管理法」という。）施行以前の文書が大量に存在し事
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務処理が追いつかないことや、本来記載を行うべき時期に例年にない事案

への対応により極めて多忙となったこと等が考えられるとしている。 

行政文書ファイル等を行政文書ファイル管理簿に記載し公表すること

は、公文書管理制度の最も基本的な仕組みの一つであることから、漏らす

ことなく確実な記載が求められるところである。 

行政文書ファイル管理簿の誤記載等があった部署に対しては、速やか

にその修正を行うとともに、今後、同様の事案の発生防止に取り組むこと

を求めた。 

 

② 誤記載等を防止するための取組 

一方で、本監査を通じ、①のような事案を防止する取組の例［事例５］

も把握することができた。 

 

［事例５］ 

・行政文書ファイル作成時に行政文書ファイル管理簿に記載し、年度末に確認

する。このことにより、行政文書ファイル管理簿には記載されているにもか

かわらず、実際には保有されていない行政文書ファイルが発生しないように

している。○ 

・文書管理担当者又は文書取扱事務に従事する者において、年度末から翌年度

初めに行政文書ファイル管理簿に記載する際、当該年度に作成・取得した行

政文書ファイル等について、過去に作成・取得した行政文書ファイル等との

突合を実施し、記載状況を確認している。また、本府省庁からも、ＲＳ確認依

頼の際に、当該年度の前年度に作成されている行政文書ファイルと同様のも

のが当該年度の行政文書ファイルの中に見当たらない場合に確認を行う。 

・本府省庁から送付された行政文書ファイル管理簿への記載手続を説明した文

書を配布する際に、当該地方組織内において誤りの多い事例も併せて周知し

ている。 

 

⑷ その他の取組状況 

上記⑴から⑶に記載した事項のほか、本監査を通じて把握した地方支分 

部局等の文書管理に係る課題や、参考となり得る取組等の主なものは、以下

のとおりである。 

 

① 保存期間表 

ガイドラインにおいて、保存期間表は、文書管理者が作成することとさ

れ、各行政機関の文書管理規則の別表第１に基づき、当該文書管理者が管
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理する行政文書について、具体的な業務及び文書に即して定めるものとさ

れている 4。しかし、監査対象部署の保存期間表の中には、その作成に当

たって、本府省庁から示されたモデルの内容をそのまま自部署の保存期間

表としたため、必ずしも当該部署の具体的な業務及び文書に即したものと

なっていない例があった。 

また、ガイドラインでは、保存期間の設定は保存期間表に従い行うもの

とされているほか、作成や分類等、文書管理の各場面において、参酌する

ものとされているところ 5、行政文書ファイル管理簿に記載の各行政文書

ファイルにつき、保存期間表と整合しない記載がしばしば見受けられた例

もあった。 

 

② 共有フォルダにおいて保存する電子文書の取扱い 

「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」（平成 31 年３月 25

日内閣総理大臣決定）に基づき、各行政機関においては、当面の措置とし

て、共有フォルダ等における体系的管理に着手しているところである。各

行政機関においては、「共有フォルダにおける行政文書の電子的管理に関

するマニュアル」（2019 年２月１日策定、2019 年８月 30 日改訂内閣府大

臣官房公文書管理課。以下「マニュアル」という。）を踏まえ、保存要領の

改訂等を行うことにより、各行政機関における電子文書の具体的な取扱い

に反映させること等とされている。 

監査対象部署においては、マニュアルの「行政文書における名称付与の

標準例」等を踏まえた電子文書の体系的管理等や、共有フォルダの構成を

行政文書ファイル管理簿上の分類に従った階層構造等、行政文書ファイル

等として管理しやすい構造とすることについて、一部実施としている部署

もみられた。 

 

③ 廃棄 

  ア 廃棄の実施 

行政文書の廃棄に当たっては、廃棄同意前の行政文書ファイル等を廃

棄対象文書に混在させる等の誤廃棄事案も生じているところ、このよう

な事案の防止策として、一部の部署では、基本的な内容ながらこれを丁

寧かつ組織的に実践する取組［事例６］がみられた。 

 

                                                      
4 ガイドラインの第２・「管理体制」の４(2)⑥並びに第４・「整理」の３(1)及び《留意事項》 
5 ガイドラインの第４・「整理」の３(3)並びに第３・「作成」及び第４・「整理」の《留意事項》 
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［事例６］ 

・廃棄同意を得ている行政文書ファイルを廃棄する際に、文書管理者と文書管

理担当者で、当該行政文書ファイルの現物をダブルチェックしている。 

 ・紙文書については、文書担当が廃棄同意済み文書リストと当該紙文書の現物

を確認の上、１か所に集めて廃棄している。また、電子文書については、文書

担当の立会いの下、該当する電子ファイルを削除させている。 

 

イ 廃棄同意に係る協議の状況 

公文書管理法では、行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書フ

ァイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議

し、その同意を得なければならないとされている 6。この点について、昨

年度の監査同様、一部の監査対象部署から、廃棄の協議の手続を行って

から相当の期間が経過しても同意が得られず、協議未了のファイルが書

庫の保管スペースを圧迫するなど、文書管理上の負担となっていること

が、課題として報告された。 

また、一部の行政文書ファイル等について、保存期間満了日が近づい

ているにもかかわらず保存期間満了時の措置（レコードスケジュール。

以下「ＲＳ」という。）の確認を受けていないため、廃棄の協議の手続が

行えない例があった。 

 

④ 点検・監査 

文書管理に関するコンプライアンスを確保し、適正な文書管理を、組織

及び職員一人ひとりに根付かせ維持する上では、点検・監査の結果を文書

管理の改善・見直しにつなげていくことが重要である。この点に関し、［事

例７］のとおり実効的な点検・監査を行うための取組や、点検・監査の結

果の活用の例がみられた。 

 

［事例７］ 

・点検においては、行政文書ファイル管理簿への登録状況や、当該ファイル管

理簿から抽出した行政文書ファイルの現物と当該ファイル管理簿の登録内容

との突合、作成文書が指示どおり作成されているか、日付、件名、保存期間等

が適正であるか確認している。 

・誤廃棄事案が発生したことを踏まえて、点検票の見直しを行っている。 

・監査の際に前年度の監査での指摘事項についてもフォローアップとして確認

を受けている。 

                                                      
6 公文書管理法第８条第２項 
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⑤ 研修等 

研修は、行政文書の管理を適切かつ効果的に行うために必要な知識及び

技能を習得させ、又は向上させるために極めて重要であり、ガイドライン

には、総括文書管理者及び文書管理者について、職員の積極的な研修への

参加を促すための責務が定められているところである 7。本監査では、全

ての監査対象部署において、研修に組織として前向きに取り組もうとする

姿勢がうかがえた。 

一方で、前述のとおり、一部において、公文書管理に関する法令やガイ

ドラインの理解が十分でないことによる行政文書の不適切な取扱いもみ

られたところである。行政文書がルールにのっとり適正に管理されるため

には、公文書管理制度の趣旨や背景等についての職員の理解を深めること

が必要であり、研修等の教育訓練の機会が確実に与えられることが重要で

あると考えられる。この点について、［事例８］の取組を確認した。 

また、研修に関する要望をこの機会に聴取したところ、監査対象部署

の多くから、遠隔地でも参加が容易なオンライン方式や、都合の良いとき

に受講できる録画方式による本府省庁等主催の研修の要望が寄せられた。

なお、オンライン方式等について、環境が整うことを前提とするところも

あった。 

   

［事例８］ 

・本府省庁が作成した研修映像を活用して、文書管理について学んでいる。 

・国立公文書館その他の機関主催の文書管理に関する研修への参加を奨励し、

参加しやすい環境の整備に努めている。 

・組織全体で年４回の行政文書管理推進月間を設け、掲示物等による行政文書

の管理意識を向上させる呼びかけや、具体的作業や点検の依頼を行っている。 

 

３ 監査結果を踏まえた今後の取組の方向性 

本監査において把握した改善や見直しが必要と考えられる事例の中には、昨

年度の本監査において把握したものと類似のものも見受けられた。 

例えば、背表紙情報と行政文書ファイル管理簿の相互間の内容の齟齬といっ

た事例や、１つの行政文書ファイルを複数のファイリング用具に格納している

にもかかわらず分冊表示を行っていないものがあるといった事例などである。

その要因としては、作業時の確認の不徹底や公文書管理制度の理解が不十分で

あることが考えられる。本監査は、昨年度とは異なる府省庁の地方支分部局等

                                                      
7 ガイドラインの第９・「研修」 
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に対して実施したものであり、こうした事例は、府省庁の垣根を越え多くの行

政機関に共通するものである可能性がある。 

そこで、このことや本監査の結果全体を踏まえ、今後地方支分部局等の文書

管理事務の向上を図る上で取り組んでいくことが期待される内容は、次のとお

りである。 

 

⑴ 文書管理に携わる全ての職員に対する教育・研修の機会の一層の充実 

本監査では、先に述べたように、公文書管理制度の正しい理解が十分で

ないことがうかがえる一部事例の存在を把握したところである。 

文書管理事務は、各地に所在する地方支分部局等においても例外なく発

生するものであり、文書管理に携わる全ての職員が公文書管理制度につい

て十分に理解を深めた上で業務を遂行する必要がある。そのため、各行政

機関は、職員に教育・研修の機会を十分に設けるとともに職員が確実に研

修を受講できるよう、組織として引き続き取り組んでいく必要がある。 

なお、今年度は新型コロナウイルス感染防止の観点から本府省庁主催の

オンライン方式による研修の導入の例もみられたところ、遠隔地にある地

方支分部局等の職員の教育・研修の機会の確保、さらに研修の質の確保の

観点からも極めて有効な方策であると考えられることから、引き続き積極

的な実施が望まれる。 

 

⑵ 文書管理に関する事務を促進するための、組織的な取組の推進 

本監査では、先に述べたように、作業時の確認が不十分とみられる事例

も把握したところである。現実問題として、文書管理に伴う事務作業はヒ

ューマンエラーの可能性を考慮に入れるべきところ、これを防ぐために重

層的なチェックが必要と考えられる。仮に、文書管理の各場面でのチェッ

クを、１人の担当者に任せるとすれば、ヒューマンエラーの可能性が高ま

ることとなり、ひいては、行政文書の紛失や誤廃棄といった事故の発生に

つながりかねない。 

そこで、適切なチェックを行い、文書管理に関する事務を行うきっかけ

を作るための、地方支分部局等における組織的な取組が重要となる。即ち、

文書の整理、保存等といった一連の文書管理事務を、適切な時期に適切な

形で行うために、地方支分部局等のうち適切な組織単位がまとまって一斉

に、作業期間を区切って行うような仕組みを推進していくことが有効と考

えられる。 
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⑶ 文書管理者による業務内容に即した文書管理の実践 

 本監査では、保存期間表に関し、本府省庁から示されたモデルを自部署

にそのまま適用したため、同表が当該部署の行政文書の実態に適合しない

ものとなっていた事例を昨年度に引き続き把握した。 

文書管理の根本ルールは全国同一であるが業務の内容やその態様は組織

ごとに異なるため、保管すべき行政文書ファイル等の類型や量についても、

組織ごとに異なっているものと考えられる。その結果、地方支分部局等の

文書管理の運用は本府省庁と全く同じになるとは限らない。 

それぞれの組織の文書について最も知り得る立場にあるのは、当該組織

の業務内容に最も通じている文書管理者である。地方支分部局等における

文書管理者は、このことをしっかりと意識して、自組織の業務内容に即し

た文書管理を行っていく必要がある。 

 

以上に述べた３点に関しては、各府省庁の公文書監理官（以下「各府省ＣＲ

Ｏ」という。）及び公文書監理官室（以下「ＣＲＯ室」という。）等が、地方支

分部局等の主体的な取組が促されるよう配意しつつ、旗振り役として主導的な

役割を果たすことが期待される。 
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Ⅲ 令和２年度の定期監査② 

  ～行政文書ファイルの管理状況に係る監査～ 
 
１ 本監査について 

⑴ 監査の目的 

   本監査は、公文書管理の基礎となる行政文書ファイルについて、一部の省

庁等において、行政文書ファイル管理簿への記載漏れ等の存在が明らかに

なったこと、電子政府の総合窓口（以下「e-Gov」という。）に掲載している

行政文書ファイル管理簿において誤記等が散見されること等を踏まえ、公

文書管理法の趣旨を踏まえた行政文書ファイルの作成、行政文書ファイル

管理簿への記載及び公表並びに保存期間満了時の措置の徹底を図る観点か

ら、その行政文書ファイル管理の現状や各府省庁の事情等を把握、分析し、

文書管理の改善に資することを目的として実施した。 

 

⑵ 監査の対象 

   本監査は、上記目的を踏まえ、内閣府、金融庁、消費者庁、総務省、外務

省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境

省、原子力規制委員会8及び防衛省の13府省庁等（以下「府省庁」という。）

の本府省庁に置かれる40課室等（以下「課室」という。）を監査の対象とし

て選定した。 

   これら監査対象は、いずれも国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第

８条並びに内閣府設置法（平成11年法律第89号）第37条及び第54条に定める

合議制の機関（分科会、部会、小委員会等を含む。以下「審議会等」という。）

の事務を担当する課室である。 

   審議会等は大半の府省庁に設置され、その事務において議事録、議事概要

などの議事の記録といった移管の対象となる文書が毎年度作成される場合

が多いことから、審議会等に係る行政文書の管理状況を確認及び検証する

こととしたものである9。  

   また、監査対象の選定に当たっては、本監査に先立って、公文書監察室に

おいて全ての審議会等10に係る行政文書ファイルの作成状況をe-Govに掲載

                                                      
8  原子力規制委員会は、環境省の外局であり、その事務局として原子力規制庁が置かれているが、本省

とは別に原子力規制庁独自で公文書監理官（各府省ＣＲＯ）を設置していることから、監査対象として

明記した。 
9  監査対象は、行政文書ファイルの管理状況に関する横断的な課題を抽出し、分析するために選定した

ものであり、本監査においては各審議会等の議事内容やその妥当性等を検証することを目的とはしてい

ない。  
10 「審議会総覧（平成31年）」（内閣人事局作成）に掲載されている15府省庁、129審議会等。 
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されている各府省庁の行政文書ファイル管理簿から検索、確認を行った。そ

の上で、審議会等の議事の記録等に関連する行政文書ファイル等の掲載の

有無及び記載内容、各府省庁の審議会等の設置数等を勘案して、監査の対象

を13府省庁の42審議会等を担当する40課室（別添２参照）としたところであ

る。 

  

⑶ 監査の方法 

   本監査では、上記(2)の監査対象に対し、e-Govに掲載されている行政文書

ファイル管理簿の情報を基に、公文書管理法施行後の平成23年度以降の審

議会等に係る行政文書ファイルの作成及び管理状況、保存期間満了時の措

置、保存期間表等について、実地調査又は書面調査にて確認を行った。 

 

① 実地調査 

４府省庁４審議会等を担当する４課室11に対し、文書管理の体制、点検

及び監査の実施状況、研修の受講状況等について、事前に書面にて確認し

た。また、後日、公文書監察室職員が当該課室に赴き、当室が指定する議

事の記録に関連する行政文書ファイルの作成状況を直接確認するととも

に、行政文書ファイル管理簿への記載状況、保存期間満了時の措置の整合

性、行政文書の管理に係る隘路等について当該課室などから聴取した。 

  

  ② 書面調査 

    13府省庁38審議会等を担当する36課室に対し、上記実地調査と同様の

事項について書面にて照会し、回答を徴取した。 

 

⑷ 実施時期 

   令和２年９月23日から同年12月10日までの間、実施した。 

 

２ 監査結果 

  本監査は、行政文書ファイル等に関連する制度や仕組み等を踏まえて、各府

省庁における、行政文書ファイル等の管理の現状確認及び検証を行ったもの

である。上記１(2)で示したとおり、監査対象は審議会等に係る事務を担当す

る課室であり、その事務において、毎年度、議事の記録、開催経緯など同種の

文書を作成することが多い。また、審議会等の議事の記録、諮問、答申等は、

公文書管理法第２条第６項の歴史公文書等に該当しうるものであり、ガイド

                                                      
11  監査対象の中から、e-Govの掲載状況、当室の他監査の実施状況等を勘案して、４課室を選定した。 
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ラインの別表第１及び第２において、保存期間10年、ＲＳを「移管」として管

理することが標準とされている。 

  当室では、そうした点に着目し、文書管理者において、法令にのっとって行

政文書ファイルが作成され、行政文書ファイル管理簿への記載及び公表が行

われているか、ＲＳの設定が行われているか等について、監査対象からの回答

等を基に検証を行った。 

 

 ⑴ 行政文書ファイルの管理に関連する制度等 

  ① 行政文書ファイル管理簿の調製及び公表 

    行政文書については、公文書管理法第５条第２項において、単独で管理

することが適当であると認めるものを除き、相互に密接な関連を有する

行政文書を一の集合物（公文書管理において「行政文書ファイル」という。）

にまとめなければならないとされている。 

    また、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（公文書管理

において「行政文書ファイル等」という。）は、公文書管理法第７条第１

項において、行政機関の長は、その適切な管理のため、原則として、行政

文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期

間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を行政文書フ

ァイル管理簿に記載するとともに、同条第２項において、行政文書ファイ

ル管理簿について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法により公表しなければならないと定められている。 

    このことを受け、ガイドラインでは、行政文書ファイル管理簿に関する

規定例や実務上の留意点を提示し、それを踏まえ、文書管理規則において

同様の規定が設けられている。さらに、内閣府ではガイドラインのほか、

適正な運用を図るため、各府省庁に対し、実務上の取り決め等に関する通

知を発出してきたところである12。 

 

  ② 保存期間表 

    行政文書ファイル等の保存期間は、各文書管理者が、担当する具体的な

業務及び文書に即して定めた、保存期間表に従い、設定される。この保存

期間表は、公文書等の管理に関する法律施行令（平成22年政令第250号。

以下「公文書管理法施行令」という。）の別表を基に定められたガイドラ

インの別表第１（行政文書の保存期間基準）を踏まえた、文書管理規則の

                                                      
12  「公文書管理の管理・利用に関する情報の公開等について」（平成 23年 4月 1日内閣府大臣官房公文

書管理課長通知）、「行政文書ファイル管理簿のインターネットでの公表等に関する留意点について」

（平成 23年 4月 1日内閣府大臣官房公文書管理課長通知） 
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別表第１に基づき定められるものである13。 

    また、ＲＳについては、公文書管理法第５条第５項により、保存期間満

了前のできるだけ早い時期に移管又は廃棄の措置をとるべきことを定め

なければならないこととされており、ガイドラインでは、別表第２（保存

期間満了時の措置の設定基準）として示し、各府省庁では文書管理規則の

別表第２として定めている。 

    一般的に保存期間表は、文書管理規則の別表第２で示す保存期間満了

時の措置を付記して作成される場合が多く、文書管理者は保存期間表を

参酌して行政文書を分類し、行政文書ファイル等として管理を行うとと

もに、業務等を踏まえて、定期的に保存期間表を見直すこととなる。 

   

  ③ 行政文書ファイル管理簿の作成 

    行政文書ファイル管理簿の作成に当たっては、行政文書の管理や電子

決裁において一元的な文書管理システム（以下「文書管理システム」とい

う。）を利用している府省庁については、公文書管理法施行令で定められ

た記載事項の帳簿が当該システムにて自動的に作成される仕組みとなっ

ている。この文書管理システムは、各府省庁が共通して利用する情報シス

テムの一つとして、総務省が整備したものであり、各府省庁は、原則とし

て、１年未満保存文書とされるものを除き、全ての行政文書ファイル等の

情報を入力する必要がある。一方、文書管理システムを利用しない省庁に

おいても、上記帳簿に準じた行政文書ファイル管理簿を整備し、システム

の利用と同様に全ての行政文書ファイル等の情報を記載する必要がある。 

    また、こうして作成又は更新される行政文書ファイル管理簿は、適宜、

各府省庁から総務省に情報掲載を依頼すること14により、総務省が管理す

る政府のポータルサイトであるe-Govを通じて、インターネット上に公表

される仕組みとなっている。 

 

⑵ 行政文書ファイルの管理状況（監査結果） 

   当室が監査した行政文書ファイルの管理の現状については、監査した多

くの課室において、保管する一部の行政文書ファイル等に関し、行政文書フ

ァイル管理簿への記載が行われていない、ＲＳの設定が保存期間表と相違

しているなど、公文書管理法、文書管理規則等で求められている文書管理の

                                                      
13  公文書管理法第５条第１項及び第３項において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、行政

文書ファイル等について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定し

なければならないとされている。 
14  令和２年 11月から、総務省を介さずに、各府省庁での操作においても e-Govへの掲載及び更新が可

能となっている。 
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要件を満たしていない状況がみられた15。 

   以下では、各府省庁に予防的な改善を促す観点から、当室が把握した実態

等について、その概要を記載している。 

   なお、いずれの事例においても議事の記録等の行政文書は作成又は取得

されており、行政文書ファイル管理簿への記載、保存期間満了時の措置の修

正等が不可能な状態となっているものはなかった。 

   

① 行政文書ファイル管理簿の記載及び公表の状況 

    審議会等に関連する行政文書ファイル等をe-Govに掲載されている行

政文書ファイル管理簿（以下「e-Gov管理簿」という。）において検索した

際、確認することが困難な行政文書ファイル等があった41審議会等の39

課室について、当室が、当該行政文書ファイル等の管理状況等を調査した

ところ、37審議会等の35課室16において、行政文書ファイル管理簿への記

載漏れなど以下の状況がみられた。 

   

   ア 行政文書ファイル管理簿への記載漏れ 

     議事の記録、諮問、答申等の審議会等に関連する行政文書17（以下「関

連する行政文書」という。また、それらを取りまとめ、編てつ等したも

のを「関連する行政文書ファイル」という。）について、行政文書ファ

イルとして、文書の取りまとめ、編てつ等を行っていない、他の年度の

同種の行政文書ファイルに綴ってしまった、又は行政文書ファイルは

作成しているものの、その情報が行政文書ファイル管理簿に記載され

ていない（以下、Ⅲ、Ⅳにおいて「管理簿未記載等」という。）状況が

25審議会等の23課室においてみられた。 

     こうした状況について、各課室は以下のような原因が考えられると

している18。 

    ・担当者の作業が漏れ、上司等の確認も漏れていたことが重なった。 

    ・文書管理システムに当該年度の小分類（行政文書ファイル名）を設定

しておらず、職員が行政文書ファイルの作成の必要性に気付かなかっ

た。 

                                                      
15  調査の結果は、令和２年９月 23日時点の状況を基に記載している。 
16  ４審議会等４課室については、当該年度等に審議会等が開催されなかったことによるファイルの不存

在やファイル名の変更などにより、当室による検索が困難であったもの。 
17  審議会等の事務にて作成又は取得される文書としては、議事録、議事概要、議事要旨などの議事の記

録や諮問・答申、議事で説明する関連資料、開催通知、委員の委嘱関連文書などがある。 
18  事例の発生原因については、過去の文書管理の状況も含め、現在の担当者が考えられる可能性を検討

した上、回答するよう当室が求めたものである。 
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・職員が、行政文書は決裁を得た文書であると解釈し、決裁文書につい

ては、行政文書ファイル等として行政文書ファイル管理簿への記載

はしていたが、決裁を要しない議事の記録などの文書については、編

てつ等はしていたものの、行政文書ファイル管理簿への記載はして

いなかった。 

・文書管理規則を十分に理解せず、年度末に開催された審議会等に係

る議事の記録について、翌年度の同種の行政文書ファイルに綴って

しまった。 

・委員等の外部の有識者への決裁が必要なため、紙決裁にて処理した

が、その後の文書管理システムへの入力等を失念してしまった。 

・審議会等の名称が変更された際に行政文書ファイル管理簿への記載

を失念してしまった。 

・審議会等の事務を担当する課室と文書の作成・保存等を行う課室が

分かれていたため手続に遺漏が発生した。 

・公文書管理制度の理解が不十分で、各府省庁のホームページでの公

開をもって文書管理としては十分と考え、結果的に公文書管理法等

で求められる行政文書ファイル管理簿への記載等の手続に遺漏が発

生した。 

      

    このように、管理簿未記載等の発生については、各課室の文書管理を担

当する職員が文書管理システムの入力や文書の編てつ作業を失念してい

たことに加えて、行政文書の定義、文書管理システムの操作方法、公文書

管理制度等について、十分に理解していなかったことがその要因と推測

することができる。 

    また、当室が確認した中には、職員が公文書管理制度を十分に理解して

いなかったこと、文書管理者等による確認が不十分であったこと等が重

なり、複数年度にわたり管理簿未記載等が発生している事例もあった。 

 

イ 関連する行政文書ファイルのe-Gov等への掲載に関する手続漏れ等 

関連する行政文書について、行政文書ファイルとして整理され、行政

文書ファイル管理簿への記載も行われているものの、掲載手続の不備等

によりe-Gov管理簿への掲載がなされていない状況が６審議会等の６課

室においてみられた。 

こうした状況については、担当者等が総務省にe-Gov管理簿への掲載

依頼を失念したことで発生したものが大半であり、当室が確認した中で

は、考えられる原因として、震災対応のため業務が逼迫し、掲載依頼を
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失念したためとしている事例があった。また、行政文書ファイル管理簿

への記載が遅れたなどの理由により、e-Gov管理簿への掲載が保存期間

満了後となってしまう廃棄同意を得ていない行政文書ファイル19につい

て、担当者が掲載の手続を誤認し、保存期間が到来した行政文書ファイ

ルは新規掲載が出来ないと誤解したため、総務省への掲載依頼をしてい

なかったという事例もあった。 

  

ウ 関連する行政文書ファイルの分類相違 

審議会等の議事の記録、諮問、答申等は、ガイドラインの別表第１及

び第２において、保存期間10年、ＲＳを「移管」とすることが標準とさ

れる行政文書であるが、審議会等に係る委員委嘱、開催通知や会計関係

書類などの、保存期間やＲＳが異なる行政文書ファイルに綴じられてい

るという状況が６審議会等の６課室においてみられた。 

こうした状況について、各課室は、文書管理の担当者の交代に際し、

引継ぎが不十分であったことなどにより行政文書の分類を誤り、別の行

政文書ファイルに綴ってしまった、また、当時の担当者が委員委嘱に関

係する文書と議事の記録等とが保存期間及びＲＳが異なることを十分

に理解していなかったため、一部の年度について委員委嘱関連のファイ

ルに綴ってしまった、などが原因として考えられるとしている。 

 

② 移管すべき行政文書の管理状況 

審議会等に関連する行政文書ファイル等のうち、議事の記録等ＲＳの設 

定を「移管」とすることとされているものについて、当室がe-Gov管理簿に

おいて検索した際、「廃棄」となっている又は「移管」とするものが見当た

らなかった34審議会等の32課室について、ＲＳの設定の状況等を調査した

ところ、33審議会等の31課室20 において、ＲＳの設定が保存期間表で示さ

れているものと相違しているなど、以下の状況がみられた。 

 

   ア 移管対象文書のＲＳ未設定及び設定誤り 

     議事の記録等の行政文書について、管理簿未記載等で、ＲＳが明らか

でない、又は関連する行政文書ファイルについて、ＲＳの設定が文書管

理規則の別表第２や保存期間表で示されるものとは相違している状況

が26審議会等の24課室においてみられた。 

                                                      
19  行政文書ファイルを廃棄するためには、公文書管理法第８条第２項に基づき内閣総理大臣の同意が必

要とされる。 
20 1審議会等 1課室については、別の分類で移管文書として保存されていたため。 
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こうした状況の考えられる原因としては、管理簿未記載等について

は、上記①のアで示したとおりであるが、ＲＳの設定が文書管理規則

の別表第２や保存期間表で示されるものと相違していることについて、

関係する課室は、文書管理システムへの入力の際、ＲＳを「廃棄」と設

定する他の行政文書ファイルと見誤って入力した、誤った前年度のＲ

Ｓの設定を、保存期間表等を確認せず、引き継いで入力したなどが原

因として考えられるとしている。 

 

   イ 保存期間表の設定等の誤り 

     保存期間表に示すＲＳが、文書管理規則の別表第２で示されるＲＳ

とは異なっており、職員がその保存期間表に沿ってＲＳの設定を行っ

たため、「移管」とすべきところを「廃棄」となっている状況が７審議

会等の７課室においてみられた。 

     この状況の発生については、保存期間表の作成又は改定時における、

確認漏れ等が考えられるとしている。 

 

３ 監査結果を踏まえた今後の取組の方向性 

  行政文書の管理において、行政文書ファイル管理簿の記載及び公表並びに

歴史公文書等の移管は、前述のとおり公文書管理法で定められた措置である。

また、行政文書ファイル管理簿は、行政機関の職員が適正かつ効率的に業務を

行うための管理ツールであるとともに、公文書管理法第１条に示す目的を達

成するために欠かすことのできない必要不可欠なツールでもある21。そのよう

な措置において、本監査で示した行政文書ファイル管理簿への記載及び公表

漏れやＲＳ設定の相違等の手続漏れ等（以下「手続漏れ等」という。）が発生

していることは、行政文書の管理にとって看過できない事態であり、速やかな

対処が求められる。 

  上記２の監査の結果にて示すとおり、手続漏れ等はヒューマンエラーや公

文書管理制度の理解が不十分であったことが、その大きな原因であると考え

られる。したがって、同様の事態を発生させないためにも、行政文書の作成又

は取得時における必要な手続の確認、手続漏れ等を事後的に発見、修正等する

ための点検や監査、職員のスキルアップのための研修等の取組が、確実かつ的

                                                      
21 ガイドラインの留意事項では、行政文書ファイル管理簿の主な機能として次のことが掲載されている。 

・国民と行政機関との情報共有化ツール 

・行政文書の作成・取得から移管・廃棄までの現況の管理ツール 

・意思決定の判断材料である情報の検索データベース 

・行政文書の管理状況の監督及び実地調査等における検証ツール 

・国立公文書館等への移管予定又は廃棄予定に関するデータベース 
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確に実施されていることが重要である。 

  今回、本監査では、行政文書ファイルの管理状況の確認に併せて、監査対象

となった課室における点検、監査、研修等の実施状況の確認も行った。その結

果を踏まえ、当室としては、手続漏れ等の予防的な改善のため、以下の点に留

意した取組が必要であると考えている。 

 

 ⑴ 行政文書の作成又は取得時における確認の徹底 

   文書管理にとって、最も重要なことは、行政文書の作成又は取得時に、関

連文書の編てつ、行政文書ファイル管理簿への記載など文書管理規則等に

即した取扱いが確実に行われることである。当室の調査では、監査対象とし

た40課室のうち31課室において、文書作成時や年度末のファイル確定時に

行政文書ファイルの作成、行政文書ファイル管理簿への記載等の抜け漏れ

確認を実施しているとしているが、結果的には、手続漏れ等の防止に結びつ

いていない状況がうかがえる。 

   監査対象が回答した手続漏れ等の原因からも、担当者のヒューマンエラ

ーによる手続等の失念とするものが多く、実際に特定年度だけに行政文書

ファイル管理簿への記載漏れや保存期間満了時の措置の相違が発生してい

るケースも多くみられた。そうしたことから、年度末等の行政文書ファイル

等の確定時において、必要な手続の実施状況を複数人で確認するなど、実効

性のある確認の実施が望まれるところである。 

   その際、文書管理者や職員が行う確認事項の例としては次のようなこと

が考えられる。 

  ・文書管理者が所掌する事務事業に応じた文書が作成され、それが行政文書

ファイルとして整理され、行政文書ファイル管理簿に掲載されているか 

  ・例年の状況等と比較して行政文書ファイル等に過不足はないか、又は相違

点はないか 

  ・ＲＳを設定し、内閣府へのＲＳ確認22を申請したか 

  などであり、こうした確認を着実に実施することで、大半の手続漏れ等は防

止できるものと考えられる。 

  

⑵ 公文書管理制度の職員への浸透 

   今回の監査において、手続漏れ等の原因として、ヒューマンエラーととも

に多かったのは、文書管理担当をはじめとした職員の公文書管理制度に対

                                                      
22 「公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）に基づく行政文書ファイル等の移管・廃棄等に

関する手順について」（平成23年4月1日内閣府大臣官房公文書管理課長決定）によると、毎年５月頃に、

行政文書管理状況報告の一環として、前年度作成分について内閣府に提出することとなっている。 
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する理解が不十分であることである。具体的には、 

・どのような文書が行政文書に該当するか理解しておらず、決裁を要しな

い文書は行政文書に当たらないとして小分類（行政文書ファイル名）を

設定していなかった 

・行政文書ファイル管理簿に記載といっても、それをどのように記載すれ

ばいいのか分からない、また、それが文書管理システムと結び付かない 

・議事録や議事概要などの議事の記録を省庁のホームページにも掲載して

いるが、行政文書として、公文書管理上の管理が別途必要であることま

では知らなかった 

などである。 

   各府省庁とも全職員に対してe-ラーニングによる文書管理研修を実施し

ており、また、監査対象とした40課室のうち７課室では、１名以上の職員を

国立公文書館が主催する研修に参加させたりもしている。しかしながら、監

査結果から、一部の課室においては、その効果が発揮されているとは言い難

く、行政文書は日々作成、取得されるが、それを取り扱う公文書管理制度は

身近なものとなっていない状況がうかがえる。 

   こうしたことから、公文書管理制度全般の理解の向上とともに、文書管理

プロセス（行政文書ファイルの編てつ、背表紙等の作成、行政文書ファイル

管理簿への記載、移管・廃棄等）に沿った必要な作業を具体的に明示し、周

知していく必要があると考えられる。 

   なお、今回の監査を契機に、職員が作成又は取得する文書と公文書管理制

度との結びつきを意識させるため、書庫、書棚に保存期間表を貼り付けるな

どの取組を始めた課室もあった。 

 

⑶ 効果的な点検方法の検討 

   本監査の結果にて示した手続漏れ等については、職員の文書管理への不

慣れやヒューマンエラー等により、ある程度の発生は避けられないものと

考えられる。そのため、そうした手続漏れ等を、速やかに発見し、適正な状

態にするための効果的な点検の実施が望まれるところである。 

   点検に関しては、ガイドラインにおいて、文書管理者は、少なくとも毎年

度一回行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならないとされ、

その方法については、サンプル調査により抽出した個別の行政文書につい

て点検することを想定している23。 

   今回監査対象とした課室に点検の内容等について確認したところ、表１

                                                      
23  改正「行政文書の管理に関するガイドライン」（平成 29年 12月 26日一部改正）に関する解説集（平

成 30年 1月 31日、内閣府大臣官房公文書管理課）【第８ 点検・監査及び管理状況の報告等】Ｑ１ 
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のとおり、大半の課室において、本監査に関連する内容が点検項目に設定さ

れているものの、今回の手続漏れ等の発見には至っていないケースが多い。 

   さらに、今回の監査で判明した手続漏れ等について、なぜ、今までの点検

で発見できなかったかについて、確認したところ 

・今までの点検の範囲（年度等）に含まれていなかった 

・点検の着眼点として考えられていなかった 

・点検する者の文書管理に対する理解が不十分なため、不適切な状況である

ことに気付かなかった 

・過年度の文書全て確認することは困難 

・点検する人員が足りない 

  などの回答があるとともに、実地調査において、業務多忙等により各職員の

確認が甘くなり、結果的に手続漏れ等が気付かないままにされていた可能

性もあるのではないかとの声も聞かれた。 

   こうしたことから、ＣＲＯ室は、点検のために抽出する行政文書の抽出方

法や点検の際の着眼点などを検証した上、それらが確実に履行されている

か確認できる方法について検討する必要があると考えられる。 
 
表１ 監査対象とした課室における点検項目の設定状況     （単位：課室） 

点検内容 設定あり 設定なし 

行政文書ファイルと行政文書ファイル管理簿の突合確認 38 2 

行政文書ファイル管理簿の記載内容の確認 37 3 

 ※ 本表は、各府省庁の回答を基に当室にて作成。 

 

⑷ 各行政機関が行う監査の在り方の検討 

   本監査では、監査対象とした課室に対する当該府省庁の監査責任者が実

施した監査の直近の受検状況についても確認を行った。その結果、調査した

課室のうち表２のとおり、大半の課室において、近年に受検したとするが、

点検同様、監査においても、今回判明したような手続漏れ等の確認が監査の

着眼点として考えられていない、少ない監査時間で、全てを確認することは

できないなどの理由で、手続漏れ等の発見には至っていないケースが多い。 

   監査に関しても、ガイドラインにおいて、監査責任者は、少なくとも毎年

度一回行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならないとされ

ているが、地方官署や文書管理者が多い省庁においては、同一年度に省庁内

の全文書管理者を監査することは難しく、複数年度をかけている場合もあ

り、また、監査の時間も１か所当たり１～２時間程度が現状である。 

   実際のところ、各府省庁の監査は、文書管理者が行う点検を踏まえて、２

次点検的に実施される場合が多いように見受けられるが、適正な文書管理
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の維持に当たっては、点検が効果的になるような監査の実施が望まれると

ころである。 

   なお、本監査におけるＣＲＯ室とのヒアリングで、自らの省庁の監査体制

や効果等を勘案し、省庁内の文書管理者を計画的に巡回する方法ではなく、

監査責任者が重点的に確認する行政文書を定め、行政文書ファイル管理簿

等で状況を確認し、関係する文書管理者等に書面での照会を行った上、必要

に応じて実地の確認を行うとする省庁もあった。 
 
表２ 監査対象とした課室に対する各府省庁の監査の実施状況  （単位：課室） 

年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 未実施 

実施数 5 13 9 8 3 1 1 

※ 本表は、直近の当該監査の実施時期について、各府省庁の回答を基に当室にて作成。 

 

⑸ ＣＲＯ室等と各文書管理者等との問題の共有 

   行政文書ファイル管理簿への記載が十分に行われていない状況について

は、当室が過去に実施した調査でも確認されていたところである24。こうし

た状況を受け、当室では、令和元年12月に当室から文書にて、手続漏れの有

無の確認や追加記載・公表等を進める上での留意事項を示すなどの情報提

供等を行ってきた25。 

   本監査において、上記の情報提供等について、知っていたか否かを確認し

たところ、監査対象とした40課室のうち18課室が知らなかったとしており、

また、知っているとした22課室においても具体的に点検や確認を行ったと

したのは10課室であった。 

   当室からの情報提供等は、ＣＲＯ室を通じて行われる。ＣＲＯ室も、各課

室間で文書管理の状況に差異があることは感じているものの、省庁によっ

てはＣＲＯ室の人員、業務量等の問題もあり、監査以外で直接的に各文書管

理に対して指導・助言する機会は少なく、結果的に、その他の指示事項につ

いては、文書での伝達に終始しているケースも見受けられる。 

   しかし、ＣＲＯ室は、各府省庁の行政文書の管理の実質責任者である各府

省ＣＲＯの下、行政文書の管理の適正性や統一性を確保する役割を担って

いる26。そうした役割に鑑み、行政文書ファイルの管理方法等について、文

書管理者等の状況に応じた細やかな指導・助言を行いつつ、全体の文書管理

の向上を図る対応が望まれるところである。また、過去に他行政機関で発生

                                                      
24 「行政文書の管理に係る取組の実態把握調査」（平成31年）Ⅳ３⑴ 
25 「行政文書ファイル管理簿への記載・公表に関する点検・確認について」（令和元年12月16日事務連絡） 
26  公文書管理の適正の確保のための取組について（平成30年７月20日行政文書の管理の在り方等に関す

る閣僚会議）３．⑴③（イ）参照 
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した文書管理に関する問題等はどの行政機関でも起こり得ること、文書管

理を疎かにすることが、行政運営に大きな支障を発生させる可能性がある

こと等を伝え、文書管理者等に日々の文書管理の重要性を再認識させる取

組も必要と考えられる。 

 

  最後に、今回の監査結果からうかがえる手続漏れ等の原因については、その

ほとんどが審議会等の文書管理に特有なものではなく、今回監査の対象とし

なかった事務事業においても同様の手続漏れ等が発生している可能性も考え

られる。 

  したがって、改めて、全ての文書管理者において、毎年度発生する文書や決

裁を要しない文書、保存期間満了時の措置が移管とされる法律の制定に関す

る文書や補助金の要綱等を中心に、行政文書ファイルの作成、行政文書ファイ

ル管理簿への記載及び公表、保存期間満了時の措置等の確認が望まれるとこ

ろである。  

  なお、今回の監査でみられた手続漏れ等について、関係する課室では、それ

らを速やかに改善するとして、手続、修正等を進めている。また、本監査の結

果から、今回みられた同一の事態が、他の事務事業等でも発生している可能性

もあることから、令和３年３月に事務連絡を発出し、全行政機関に対し行政文

書ファイルの管理状況を確認し、必要に応じて手続、修正等を行うように依頼

したところである。 
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Ⅳ 令和２年度の定期監査③    

  ～行政文書の管理状況の点検・監査の実施状況等に係る監査～ 

 

１ 本監査について 

⑴ 監査の目的 

   本監査は、適正な文書管理のためには、各府省ＣＲＯ等を中心に実効性あ

るチェックが行われることが重要であることから、監査対象となった府省

庁における行政文書の管理に係る点検及び監査について、その実施状況を

確認するとともに、実効性の検証、課題や工夫点、取組事例等を把握し、そ

の結果を共有することにより、各行政機関において、当該機関の規模や組織

体制、行政文書の管理状況に応じた実効性ある点検及び監査が計画的に実

施され、文書管理の継続的な改善・向上に資することを目的として実施した。 

   なお、令和２年度においては、Ⅱ、Ⅲに記載した定期監査においても、行

政文書の管理状況の点検・監査について、それぞれ地方支分部局等、行政文

書ファイルの作成や行政文書ファイル管理簿への記載状況等という観点か

ら監査を行っている。本監査においては、それらの結果を踏まえつつ、⑶に

示す方法で監査を実施しているが、点検・監査の在り方に関しては、他の定

期監査において得られた知見についても併せて記載している。 

 

⑵  監査の対象  

   本監査は、人事院、内閣府、宮内庁、最高検察庁、外務省、経済産業省、

国土交通省及び環境省の８行政機関のＣＲＯ室を対象に実施した（別添３

参照）。 

   上記監査対象機関の選定に当たっては、本年度の定期監査における地方

支分部局等に対する監査及び行政文書ファイルの管理状況に係る監査の対

象となった行政機関の本府省庁から、これらの監査結果等を踏まえて選定

した。 

 

⑶ 監査の方法  

対象機関から事前に提出された点検及び監査に関する資料（実施要領、チ

ェックリスト、結果報告書等）、地方支分部局等に対する監査及び行政文書

ファイルの管理状況に係る監査の結果等の情報を踏まえて、各対象機関にお

ける点検及び監査の実施状況、結果の活用や有効性の評価、課題、取組事例

等について、書面調査及びヒアリングを行った。 

① 書面調査 
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書面調査では、対象機関における点検及び監査の実施状況、結果の活用

や有効性の評価、結果を踏まえた見直しの検討状況等について書面にて質

問し回答を得た。  

 

② ヒアリング 

    書面調査の回答を確認した後、公文書監察室の職員が、ＣＲＯ室に赴い

て、ヒアリングを実施した。ヒアリングでは、本年度に実施した他の定期

監査等も踏まえ、書面調査の回答について具体的に確認が必要な事項や

点検及び監査の実効性、課題、取組等について聴取した。 

 

⑷ 実施時期 

    令和２年 12月２日から令和３年２月 10日までの間、実施した。 

 

２ 監査結果 

  適正な文書管理のためには、各行政機関において実効性のある点検及び監

査が行われること、その結果を組織全体として文書管理の改善に活用してい

くことが重要であるところ、各対象機関において、ガイドラインに沿って、そ

れぞれの組織規模、業務内容、行政文書の量等の文書管理をめぐる状況を踏ま

えて、点検及び監査を実施していることを確認した。また、各ＣＲＯ室では、

点検及び監査に関する問題点等を認識し、実効性のあるものとするための検

討や見直し等が行われるなど、それぞれの課題に応じて真摯に取り組んでい

る状況がみられた。一方で、点検及び監査におけるＣＲＯ室の関与の状況や対

象範囲、手法等については対象機関によって幅がみられ、課題も見受けられた。 

以下では、各府省ＣＲＯを中心に、点検及び監査の実効性をさらに高め、適

正な文書管理に関するチェック機能の向上のための取組に資する観点から、本

監査を通じて把握した状況や事例等の概要を記載する。なお、特段の記述がな

い限り、記載した状況等は、令和元年度に実施された点検及び監査に関するも

のである。 

 

⑴ 点検の実施状況 

① 点検の実施実績 

本監査では、令和元年度に実施した点検の実績について報告を求めたと 

ころ、８機関において、当該機関の全ての文書管理者が行政文書の管理状

況について点検を実施しており、点検の企画及び結果の取りまとめ等にＣ

ＲＯ室が主体的な役割を果たしているとしている。 

点検の実施時期については、各対象機関によって異なるが、８機関とも
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年間を通じた当該組織全体の業務の状況を考慮し、比較的文書整理に集中

しやすく点検を実施しやすい時期をそれぞれ選定していた。 

 

② 点検の方法 

８機関において、ＣＲＯ室から文書管理者に対して点検項目を示し、実

施要領、点検用チェックシート等を配布して点検を実施していた。８機関

とも点検用チェックシート等により職員の文書管理に関する理解や意識

の向上を図るとともに、７機関では実際の行政文書ファイル等の確認を行

うこととしていた。 

 

③ 点検範囲 

点検の対象とする行政文書ファイル等の範囲については、８機関とも

指定はしていないとしているが、その考え方には幅がみられた。 

[点検範囲についての考え方の例] 

・現有文書には管理責任が及ぶため、全ての現有文書をチェックしている。 

・集中管理に移行済みの行政文書ファイル等は、集中管理に移行の際に点検を行ってい

るため、点検範囲としていない。 

・新たに作成・取得、又は延長した行政文書ファイル等については特に留意して点検し

ている。 

  

④ 点検項目 

ア 行政文書ファイル管理簿と行政文書ファイル等との突合 

７機関において点検項目（点検用チェックシートの確認のみを含む。）

とされており 27、１機関では点検項目とはしていなくても行政文書ファ

イル管理簿と行政文書ファイル等との突合は実施するものと認識して

いた。 

[点検における行政文書ファイル管理簿と行政文書ファイル等との突合の例] 

・点検用チェックシートに点検項目を設定し、重点項目として文書管理者用のみに全件

突合を行うよう指示を記載するとともに、突合の確認手順等を示している。 

・各職員が点検結果を記入する点検用チェックシートの記入要領に確認方法を提示し

ている。 

 

イ 共有フォルダの整理等 

     ガイドラインでは、電子文書の保存場所・方法として、共有フォルダ

                                                      
27 点検用チェックシートの項目には行政文書ファイル等と行政文書ファイル管理簿の突合が含まれてい

るが、点検時に現物の突合までは指示をしていないとする機関があった。 
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を保存先として活用する際は、共有フォルダについて、行政文書ファイ

ル管理簿上の分類に従った階層構造にする等、共有フォルダの構成を行

政文書ファイル等として管理しやすい構造とすることとされ、個人的な

執務参考資料については、適切にアクセス制限を行った個人用フォルダ

に置くことを徹底する必要があるとされている 28。 

     本監査では、対象機関の点検項目に、行政文書ファイル等を保存して

いる共有フォルダについて、保存期間表と一致するよう整理しているか

など共有フォルダの整理について確認する項目が含まれていたか、電子

媒体の個人的な執務参考資料は「個人用フォルダ」等の個人専用の領域

に区分するようにしているかを確認する項目が含まれていたか等につ

いて監査を行った。 

 共有フォルダの整理については、６機関において点検項目としていた

が、一方で、チェック体制を含め、共有フォルダにおける体系的管理に

ついては未整備であることなどを理由として点検項目としていない機

関もあった。 

個人的な執務参考資料の「個人用フォルダ」等個人専用の領域との区

分について点検項目としていたのは４機関であった。 

 [共有フォルダの整理に係る点検項目の例] 

・保存要領に「電磁的に記録された文書の保存場所・方法」に基づく保存について記

載しており、点検に当たっては、電子文書について当該保存要領に基づく保存等が

なされているかを点検し整理することを重点項目の１つとし、共有フォルダの階層

構造について点検項目としている。 

・点検用チェックシート（文書管理者用）を活用し、電子文書の保存について不適合

な点はないか具体的にチェックさせている。 

 【点検用チェックシートの項目例】 

電子文書の保存について不適合な点（以下の状況の有無）をチェックする。 

・電子文書の正本・原本について文書管理システム等の共用部分以外で保存されて

いるものがある 

・長期保存の電子文書について長期保存フォーマットで保存されていない 

・電子文書についてセキュリティポリシーの規定によるアクセス制御がされていな

い。必要に応じたパスワードの設定、暗号化、電子署名の付与、バックアップが

                                                      
28 また、閣僚会議決定においては、電子的な行政文書について、文書管理者が一元的に管理できるよ

う、所在情報を的確に把握できる仕組みを構築することとされており、「行政文書の電子的管理につい

ての基本的方針」においては、今後作成する行政文書は電子的に管理することを基本とするとされ、当

面の措置として、共有フォルダ等での電子的管理に遅滞なく着手する、各行政機関は共有フォルダで行

政文書の電子的管理を行うに際し、体系的管理を行うことや、むやみな複製の抑制、閲覧・アクセス制

御を行うこととされている。 
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なされていない 

 

    ウ 正確性の確保 

文書の作成に当たり内容について複数の職員による確認を経た上で

文書管理者が確認を行うなどの正確性の確保に関して、７機関におい

て点検項目としていた。29 

 

エ 保存期間表 

保存期間表の設定が適切であるか確認し、必要に応じて見直しを求

めることに関しては、７機関において点検項目としていた。 

     

オ １年未満保存文書 

     保存期間を１年未満とすることができる７類型の該当性について適

切に判断して保存期間を設定しているかの確認に関しては、４機関に

おいて点検項目としていた。点検項目としている機関では、７類型の該

当性等の理解の確認を行う観点から点検項目としており、点検項目と

していない機関では、研修等において１年未満保存文書に該当する７

類型を明示し周知しているとするところもあった。 

 

⑵ 点検結果の報告及び活用 

① 点検結果 

点検結果については、８機関ともＣＲＯ室において文書管理者から報告

を受けて取りまとめを行い、総括文書管理者に報告を行っていた。 

[点検において把握された主な改善を要する事項の例] 

・電子文書の共有フォルダへの保存等の不備、行政文書ファイル管理簿への登録漏れ

があった。 

・外部との折衝の記録について事後確認の有無や行政文書のヘッダーに必要な記載事

項が記載されていなかった。 

・ファイリング用具の背表紙情報の表示が不適切であった。 

・事務室から書庫へ移動させた行政文書ファイル等について、行政文書ファイル管理

簿の「保存場所」の記載が変更されていなかった。 

 

② 点検結果の活用 

                                                      
29 点検項目としていない機関では、その理由として原課の作業負担を鑑み、点検項目についてはポイン

トを絞って年度によって入れ替えを行うとしている。  
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８機関とも、点検結果について、監査に活用する、執務資料の作成や会

議、研修等を通じて注意喚起を行うなどにより活用するとしていた。 

[点検結果の監査への活用の例] 

・点検結果について、監査対象部局に自己評価のまとめを作成させ、監査における指

摘材料とするなど監査で活用している。 

    

(3)  監査の実施状況 

① 監査実績 

監査については、８機関において実施していたが、監査対象としている

部署に対する監査の実施頻度については、組織規模等に応じて幅がみら

れ、２機関において毎年度全ての部局等に対して監査を実施するとして

いる一方で、６機関では複数年度の監査計画を作成するなどして、毎年度

の監査対象とする部署を選定して実施するとしていた。 

[行政文書管理の監査方針の作成の例] 

・文書管理者が非常に多いこともあり、全体の文書管理の底上げを目的として組織

の規模等に応じてバランス良く計画的に監査するため、あらかじめ行政文書管理

の監査方針を定めて、部局別の監査の頻度や方法等を明確化している。 

 

② 監査の実施体制 

監査の実施体制については、本府省庁内の部署については８機関とも

ＣＲＯ室が担当しているが、外局及び地方支分部局等については、組織規

模等に応じて幅がみられ、全文書管理者を監査対象とすることが困難で

あるためＣＲＯ室以外の地方支分部局の主任文書管理者が点検や業務監

査等を通じて文書管理の状況把握や指導を行っている機関もみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 監査の方法 

    ６機関において書面監査と実地監査の両方を用いたとしており、２機

関においては実地監査のみを実施したとしているなど監査手法には幅が

みられるが、８機関のＣＲＯ室において、実地監査で実際の行政文書ファ

[ＣＲＯ室の地方支分部局等の監査に対する関与の例] 

・地方支分部局については、文書管理規則に基づき置かれた監査担当者が、ＣＲＯ

室から送付された監査項目等に沿って実施している。 

・本省庁と外局等では文書管理規則が別々であり、監査については外局等が独自に

実施するが、ＣＲＯ室（本省庁のみ）から点検結果や総括文書管理者の指示等につ

いて組織全体への共有を図っている。 
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イル等の保存状況の確認等を行うことは重要と認識していた。また、監査

の実施体制や時間的な制約から、書面監査と実地監査を監査対象部局に

応じて使い分けて実施している工夫もみられた。 

 

④ 監査範囲（対象とする行政文書（行政文書ファイル等）の範囲） 

   監査対象とする行政文書の範囲については、監査実施年度（又は前年度）

に作成・取得した行政文書を対象とする機関（２機関）、前回の監査以降

３年度分に作成・取得した行政文書を対象としている機関（１機関）があ

り、また、平成 23 年４月１日（公文書管理法の施行日）以降に作成・取

得した行政文書のうち、集中管理に移行済み（保存期間が５年以上の行政

文書ファイル等は集中管理を行っている。）の文書以外の行政文書を対象

に実施している機関(１機関)もあった。 

   なお、上記における、前回の監査以降３年度分に作成・取得した行政文

書を監査対象としている１機関と、特に対象範囲を指定せずに管理する全

ての行政文書を対象としている４機関については、実地監査において、監

査対象とした部署が管理する行政文書ファイル等の中から一部を抽出し

監査を行っていた。 

   また、８機関において、事務室や書庫等の整理状況の確認も監査対象と

していた。 

  

⑤ 監査項目 

   ア 行政文書ファイル管理簿の記載内容と行政文書ファイル等との突合 

   ７機関において、行政文書ファイル管理簿の記載内容と行政文書フ

ァイル等との突合を監査項目としており、具体的な実施方法について

は工夫がみられた。 

[監査における行政文書ファイル管理簿と行政文書ファイル等との突合の例] 

・現物確認については、抽出して会議室に運んで確認するのではなく、行政文書フ

ァイルがキャビネット、書庫に保存されている状況で確認している。 

・事前に監査対象とした部署の行政文書ファイル管理簿から法施行前と後の両方か

ら行政文書ファイル等を選定して前日に通知し抽出調査を実施。当日は抜き打ち

で行政文書ファイル等と行政文書ファイル管理簿の突合を数件実施している。 

・地方支分部局等については、前年度中に延長等を行い書誌情報に変更が発生して

いる行政文書ファイル等について、対象を指定して係単位で監査を実施している。 

 

   イ 共有フォルダの整理等 

         本監査では、各対象機関の監査項目に、行政文書ファイル等を保存し
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ている共有フォルダについて、保存期間表と一致するよう整理してい

るかなど、共有フォルダの整理について確認する項目が含まれていた

か、電子媒体の個人的な執務参考資料は「個人用フォルダ」等の個人専

用の領域に区分するようにしているかを確認する項目が含まれていた

か等について監査を行った。 

     共有フォルダの整理については、６機関において監査項目としてい

たが、具体的な確認方法には幅がみられ、聴取事項としているのみで実

際に端末からフォルダを確認することはしていないとする機関や、共

有フォルダの保存状況を確認する際には、規則との適合性を見るので

はなく、保存方法等の指導や必要な注意事項の伝達等を行っていると

する機関もあった。また、監査項目としていない機関の中には、監査の

際に（紙媒体の行政文書ファイル等の現物確認と併せて）、全ての共有

フォルダではないが共有フォルダの体系、保存内容を確認していると

している機関もあった。 

     個人的な執務参考資料の「個人用フォルダ」等個人専用の領域への区

分について監査項目としていたのは４機関であった。 

電子文書の保存の状況等については、電子文書での保存は進んでい

ない、共有フォルダに保管されている文書は少ない、サーバー容量の問

題のため共有フォルダでの文書管理に限界がある、紙媒体で保存して

いる行政文書ファイル等が多いが、実際は電子媒体で作成、出力し、保

存しているのが現状であるといった声も聞かれた。 

[監査における共有フォルダの確認の例] 

・書面監査ではチェックシートにより、実施状況（管理者：階層構造を指示したかな

ど）について回答を求め、実地監査では直接共有フォルダの階層化及び名称標準

化について目視にて状況を確認した。 

・電子文書の保存場所・方法についての監査項目の例（抜粋） 

① 電子文書の共用の保存場所への保存の状況（正本、原本の保存など） 

・セキュリティの設定状況（電子文書へのアクセス権、パスワードの設定など）。 

・長期保存電子文書の保存の状況について（ISOの長期保存フォーマットによる

保存など）。 

② 共有ドライブの利用方法について 

 ・共有ドライブはどのような種別及び容量のものを設け、どのような組織体系

で利用しているか。 

 ・それぞれの共有ドライブに保存している行政文書の具体的な類型。 

③ 共有フォルダの整理等 

 ・文書管理者等が共有フォルダの階層構造を決定しているか。 
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 ・共有フォルダ内の階層構造は、行政文書ファイル管理簿上の分類に即して作

成する等、電子文書が管理しやすい構造としているか。 

④ 保存期間１年未満の行政文書を保存する共有フォルダ内において、随時その

内容が更新される電子文書を保存する場合、「作業中」又は「検討中」という名

称のサブフォルダを作成し、他の行政文書と区別して管理しているか。 

⑤ 共有フォルダへの電子文書の保存に関する禁止事項（共有フォルダの中に個

人用フォルダを作成しない、個人的な執務参考資料等は個人が管理する領域等

に保存する）は遵守されているか。 

⑥ 電子媒体と紙媒体の同一文書が存在する場合の保存方法。 
 

また、電子文書の保存等の新たな文書管理ルールに的確に対応してい

くため、本省の全課室を対象として電子的管理に関する随時監査を実施

し、必要に応じて電子文書の保存等に関する知識の普及等を行った機関

もあった。 

電子的管理に関する監査については、８機関において、これまで文書

を紙媒体で管理することを基本としており、行政文書の電子化の流れに

即した電子的管理におけるチェックに関しては今後の課題との認識が

みられた。 

 

ウ 保存期間表 

     ５機関において監査項目としており、監査項目とはしていないが、監

査において保存期間表の内容等について意見交換を行っている機関も

あった。 

 

⑷ 監査結果の報告及び活用 

① 監査結果 

８機関において、主にＣＲＯ室が取りまとめて総括文書管理者に報告を

しており、７機関において主な改善を要する事項を把握したとしている。 

[監査において把握された主な改善を要する事項の例] 

・保存期間表における分類等が異なる行政文書及び保存期間が異なる行政文書を１

つの行政文書ファイルに編てつ等していた。 

・行政文書ファイルの背表紙情報等に不備があった。 

・行政文書ファイル管理簿への記載誤り等があった。 

・行政文書ファイルと個人的な執務参考資料が混在していた。 

  

② 監査結果の共有 
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８機関において、監査結果の共有を図っており、共有することにより組

織全体での文書管理に関する意識の向上等に役立つとしている。 

[監査結果の共有の例] 

・監査で把握した留意点等を省内研修で解説し、その研修資料及び研修動画を省内

イントラネットに掲載することで共有した。 

・幹部会、課長級定例会等を通じて、省内監査の結果を共有し、文書管理に関する注

意喚起を行った。 

・監査結果が良くなかった部局の幹部に対し、ＣＲＯが本省内部部局の者に対して

は直接面談して、地方支分部局等の者については本人宛のメールで改善を求める

など文書管理の重要性を認識させ、文書管理に積極的に関与させるための取組を

行った。 

 

③ 監査後に講じた措置 

点検・監査の結果等を踏まえ、５機関において、総括文書管理者が措置

を講じたとしており、公文による行政文書ファイル管理簿への記載等の注

意喚起等が行われていた。また、監査における指摘事項に関する改善状況

についても報告を受けるなどして把握されていた。一方で、改善すべき事

項については全て改善済みである等の理由により、総括文書管理者による

措置を講じなかったとする機関もみられた。 

[総括文書管理者が講じた措置の例] 

・監査の結果等を踏まえ、文書管理の取組が不十分な状況がみられたことから、全

部署を対象として副総括文書管理者から通知を発出し、年度末や 4 月期の人事異

動の時期に合わせて、令和元年度に作成又は取得した行政文書等の整理・保存、文

書管理者の異動や組織改編に伴う引継の実施、行政文書ファイル管理簿への記載、

保存期間表の見直し等を行う文書整理特別期間（１か月）を設けた。 

 

⑸ 点検及び監査の効果の評価 

① 点検について 

    点検の効果については、８機関において点検を定期的に行うことが公

文書管理制度の浸透の機会となっているとされ、７機関において行政文

書ファイル等の管理状況を確認することによる不適切な状況の発見・是

正の機会となっていると認識されていた。行政文書ファイル管理簿の記

載内容と実際に保存されている行政文書ファイル等の現況が一致してい

るかについて確認することは、行政文書ファイル等の紛失・誤廃棄や行政

文書ファイル管理簿への記載漏れを防止するために有効であると考えら

れていた。また、５機関において点検の結果を監査につなげることで実効
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性を高めているとしている。一方で、点検結果の捉え方には幅がみられ、

点検が有効に機能せず、点検結果が文書管理の状況を正確に反映してい

るとは限らない可能性があり得る 30として、点検の実効性をどのように確

保するかを課題として認識している機関もあった。 

 

② 監査について 

    ８機関において、実地監査により実際の行政文書ファイル等の保存状

況の確認を行うことが文書管理についての理解や意識を高めるために効

果がある、監査が文書管理の重要性の浸透につながると認識されており、

行政文書ファイル管理簿と行政文書ファイル等との現物の突合を行うこ

とは、監査を実効的なものとするために有効とされていた。また、監査に

おいて対面で文書管理の方法を伝達し共有する機会を設けることや監査

を実施した翌年度のフォローアップが必要としている機関もあった。 

 

⑹ 点検及び監査の見直しに関する状況 

点検及び監査の見直しについて、７機関において、より実効的な点検及び

監査を実施するための取組がみられた 31。 

[点検及び監査の見直し、実効性を高めるための取組の例] 

・監査を主に担当するラインが新設され、点検項目についてより的確な回答が得ら

れるよう見直すともに、監査については令和２年度から行政文書ファイル等の現

物の抽出によるチェックを実施するよう見直した。 

・行政文書に係る点検・監査実施については、従来行っていた業務監察の一項目と

してではなく、ＣＲＯ室が主体となって実施するようになり、文書管理者の意識

も高くなった。 

・点検について、行政文書ファイル管理簿と現物ファイルとの突合調査の手法を取

り入れるなど、より実効的な内容となるよう見直しを行った。 

・監査について、行政文書ファイル等と行政文書ファイル管理簿の突合（抽出）、廃

棄協議中文書の状況確認、点検結果の自己評価をした上での実地監査を行うよう

に見直した。 

・監査実施後に、必要に応じて改善状況についてフォローアップを行うことで文書

管理の適正化と監査の実効性確保を図ることとした。 

 

 

                                                      
30 文書管理者が文書管理に対する高い意識で点検に取り組んだ場合には不備を把握することができると

しているところもあった。 
31 監査手法の有効性の評価については、5機関において行ったとしていた。 
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３ 監査結果を踏まえた今後の取組の方向性 

  文書管理に関するコンプライアンスを確保し、適正な文書管理を組織及び

職員一人ひとりに根付かせ維持するためには、点検及び監査の効果的な実施

が必要である。このためガイドラインでは、少なくとも毎年度一回、紙文書で

あるか電子文書であるかにかかわらず、職員による行政文書の作成や保存が

適切に行われているかどうか点検及び監査を実施し、その中で具体的な指導

を継続することにより、組織としての文書管理レベルの向上と職員一人ひと

りの文書管理スキルの向上を図ることとされている。 

  今回の監査において、対象となった機関のＣＲＯ室では、定期的な点検が公

文書管理制度の浸透の機会であり、かつ、行政文書の保存状況を見直すことに

よる不適切な状況の発見・是正、文書管理者に対する意識付けの機会と捉えて

おり、また、監査では実地で実際の行政文書ファイル等の保存状況の確認等を

行うことは重要であると認識していた。そして、それぞれの組織における文書

管理の状況や組織規模、業務内容等を踏まえて、点検及び監査を時間・人員の

制約がある中で、実効性のあるものとするための課題を認識しつつ、試行錯誤

している状況がうかがわれた。 

各行政機関には、各府省ＣＲＯ等を中心に、組織全体の文書管理の向上に必

要な点検及び監査の在り方を検討し、実効性のあるチェック機能の向上に継続

的に取り組むことが求められるところ、本監査の結果から、各府省ＣＲＯ等に

おいて、それぞれの組織規模や文書管理の状況等が異なることに留意した上で、

次のような点を検討の視野に入れて取り組むことが適正な文書管理につなが

るのではないかと考えられる。 

 

 ⑴ 実効的な点検の実施 

   点検では、職員の文書管理に対する理解や意識の向上とあわせて、自らが

作成、保存し、管理をしている文書の状況を実際に確認することによって、

背表紙の貼付漏れや記載誤り等のチェックや行政文書ファイル等の所在確

認を行うことにより、行政文書の紛失・誤廃棄を未然に防止することができ

るなど、文書管理のコンプライアンスの確保がより実効的なものとなると

考えられる。そのためには、点検用チェックシートによる書面による確認に

とどまらず、行政文書ファイル等と行政文書ファイル管理簿との突合等を

通じた現物確認を確実に行うことが望まれる。 

   また、当該監査とは別に行った行政文書ファイルの管理状況に係る監査

において、Ⅲ３⑶に記載したように、管理簿未記載といった手続漏れ等につ

いて、点検に際して発見できなかった例があった。行政文書の管理に対する

不備について、点検の機会を通して把握することができるよう、継続して検
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証を行い、その内容を適時見直していくことが必要と考えられる。 

    

⑵ 効果的な監査手法の検討 

 監査については、点検以上に組織規模や業務内容、文書量等により効果的

な手法が異なるものと考えられ、ＣＲＯ室において自らの組織にとって最も

効果的な手法を検討することが重要である。その際、実地監査の重要性を踏

まえ、実際の行政文書ファイル等と行政文書ファイル管理簿との突合等を通

じた現物確認の在り方（確認する行政文書ファイル等の抽出件数、抽出方法

等）や当該組織における法令や計画の策定、組織の改編・新設等の重要な出

来事等を踏まえた監査の着眼点を検討することが有効である。 

 

⑶ 電子的管理における点検及び監査方法の検討 

  今回の監査では、既にガイドラインで示されている電子文書の保存につい

て、共有フォルダの整理等を点検項目又は監査項目としてチェックを実施し

ている機関も多く、中には本省の全ての課室を対象として電子文書の保存等

に関する随時監査を実施しているところもみられた。一方で、対象機関の全

てのＣＲＯ室において、これまで紙媒体で管理することを基本として点検及

び監査を行ってきたが、電子化の流れに即した電子的管理におけるチェック

を行うことについては、今後の課題と認識されていた。 

  電子化の流れが加速していく中で、共有フォルダの整理など電子媒体での

文書管理を適切に進めていくためには、地方支分部局等も含めて、文書管理

ルール全般に係る知識やスキルの向上が必要であるとともに、各行政機関の

実務、文書管理の状況等を踏まえた電子的管理におけるチェックの在り方に

ついても検討が必要と考えられる。 

 

⑷ ＣＲＯ室等の関与の在り方に関する検討 

   今回の監査では、全体として、大規模な行政機関において、地方支分部

局等も対象とする点検及び監査について、ＣＲＯ室がどのように関与して

いくのかが検討課題となっている現状がみられた。点検及び監査における

各府省ＣＲＯ等の役割の重要性を踏まえ、その関与の在り方については、

それぞれの組織の特徴を踏まえて検討し、各行政機関におけるチェック機

能の向上に継続的に取り組んでいただくことが望まれる。  
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Ⅴ 公文書監察室が行ったその他の取組等 
  

１ 実態把握調査（平成 31年４月公表）のフォローアップ 

⑴ 今回の調査について 

   「行政文書の管理に係る取組の実態把握調査報告書」（平成 31 年４月公

表。以下「実態把握調査報告書」という。）では、平成 29年末に改正された

ガイドラインによる新たなルールについて、各府省の取組実態を把握した。

その中で、１年未満保存文書については、第⑦類型の設定状況や、設定され

た類型及び該当する行政文書の確認結果に対して、一部の類型について具

体化が必要である旨指摘した上で、保存期間表については、随時見直し・更

新を行い、文書管理担当部署が、その状況について十分把握し、必要な助言・

指導等を行う必要があることを「調査結果への考え方」「調査結果を踏まえ

た今後の取組の方向性」において記載している。 

   今回のフォローアップにおいては、実態把握調査を行った１府 12 省庁 32

に対して書面による調査を行い、実態把握調査報告書で示した文書管理担

当部署の役割に関し、その取組の状況を把握した。   

 

⑵ 調査結果及び今後の方向性 

書面調査においては、１年未満保存文書に係る保存、廃棄の方法やそれに

関する文書管理者の役割、ＣＲＯ室における対応、研修の状況等についてＣ

ＲＯ室に質問し、回答を得た。 

     

書面調査の結果、１府 12省庁のＣＲＯ室において、次のような取組状況

を確認した。 

・１年未満保存文書に係る保存、廃棄の方法や、廃棄における文書管理者の

役割については、各府省で定めた文書管理規則に基づき、文書管理者の指

示の下、保存、廃棄を行っている。 

・一部の府省庁では、紙媒体で作成した１年未満保存文書を、１年以上保存

するものと別ファイルで整理するなど明確に区別する、電子媒体で作成

した１年未満保存文書のファイル名に、作成日等とともに廃棄すべき時

期を明記するなど、適切な管理を図る上での工夫を行っている。 

・１年未満保存文書と個人的な執務参考資料を区別するためにも重要な、

保存期間等の表示に係る運用状況については、年度ごとに定期的に行わ

れる自己点検や、監査の項目に盛り込むなど、確認できるような運用がな

                                                      
32 具体的には、内閣府、警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産

省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省である。 
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されている。 

・各文書管理者における第⑦類型の設定に関し、多くの府省庁で、各文書管

理者が行う保存期間表の見直しに際し助言を行うほか、第⑦類型に係る

例を示すなどの関与を行っている。 

・文書管理に関する研修を充実させる中で、１年未満保存文書に係るルー

ルについても、資料に明記し職員に対して研修を行っている。 

・一部の省庁では、直近の事例を取り上げ職員が関心を持ちやすくする、１

年未満保存文書について改正ガイドラインによる変更があったことが分

かるよう、力点を置いた研修用資料を作成するなど、職員に対してより伝

わりやすい方法を工夫している。 

 

また、当室では、１府 12 省庁の本府省庁関係の保存期間表における第⑦

類型の設定状況を確認したところ、保存期間表においては、行政文書の類型

や具体例を記載するなど、包括的な設定とならないような記載をしている状

況が確認できた。なお、実態把握調査報告書において、保存期間表において

第⑦類型として定めた類型が、運用上、広範囲の文書を包含し得るものであ

り、業務単位で具体的に定めることを求めるガイドラインの趣旨を踏まえて、

更に具体化されることが適切であるとしたものとして示したものについて

は、すでに見直しがなされていた。 

   ＣＲＯ室においては、引き続き、保存期間表に設定した類型と具体的な文

書にずれが生じないよう、保存期間表の更新・見直しに際し、府省庁内の各

課室に対し助言等を行うことが必要である。その上で、１年未満保存文書を

より適正に管理するためには、①1年未満保存文書と行政文書ではない個人

的な執務参考資料等を峻別するための表示や保存等の工夫、②１年未満保

存文書に係るガイドラインのルール 33が確実に全ての職員に理解されるよ

うな研修の実施等を行うことも効果的であると考えられる。 

 

 ２ 行政文書の紛失・誤廃棄等の原因分析 

   公文書監察室では、各行政機関において、行政文書の紛失・誤廃棄等があ

った場合、当該機関のＣＲＯ室からその旨の連絡を受けるとともに、紛失・

誤廃棄等の原因や再発防止策を聴取し、必要な指導・助言を行っている。 

   

  以下に、令和２年度を中心に、これまでＣＲＯ室から、当室に報告のあっ

た行政文書の紛失・誤廃棄等の事案について、その原因と考えられるものを、

                                                      
33 １年未満文書に係るガイドラインのルールとしては、ガイドラインの第４・「整理」の３⑸～⑺及び第

７・「移管、廃棄又は保存期間の延長」の２⑶に掲げる事項がある。 
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ガイドラインに照らしてどのように問題があったかという観点から整理し

た。 

文書管理者のみならず各職員が、どのような場合に紛失等が発生するのか

という点を把握することは、行政文書の紛失・誤廃棄等を防止する上で効果

的であると考えられる。このため、各府省庁において、以下の事案も参考に、

それぞれの業務の特性等も踏まえつつ、職員に対し研修等の機会を通じ、効

果的な注意喚起を行っていくことが必要である。 

 

⑴ 文書の作成・整理に際して問題があったもの 

① 行政文書ファイルの背表紙等に必要事項が適切に表示されていない 

・分冊表示がされていないことにより、管理が不十分となり、誤って廃棄

をしてしまった可能性がある事例 

・背表紙情報と行政文書ファイル管理簿の記載内容が一致していなかっ

たため所在確認が困難となり、誤って廃棄をしてしまった可能性があ

る事例 

 

② 編てつ前の取得文書の扱いが不適切であった 

・申請書等を受領後に、事務処理を怠り、そのまま放置をしたことによ

り、紛失した可能性がある事例 

・保存期間１年以上の行政文書として保存すべき文書であったにもかか

わらず、行政文書ではないと誤認してしまい、結果的に、文書をファイ

ルに編てつせず、紛失等をした事例 

・保存期間が１年以上であったにもかかわらず、類似の文書が１年未満

であったことから保存期間を１年未満であると誤解し、廃棄をしてし

まった事例 

 

⑵ 文書の保存に際して問題があったもの 

① 定期的な文書の所在確認がされないまま紛失していた 

・定期的な点検の時期に、保存する文書の所在確認をしていなかったため、

紛失したことの発見が遅れ、紛失した文書の復旧が困難となった事例  

 

② 文書の編てつ後において、文書の扱いが不適切であった 

・文書を利用した際に、元のファイルに戻すことを忘れ、近くに置いてい

た廃棄する文書の束に紛れて廃棄をしてしまった可能性がある事例 

・事務室内の清掃の際に、保存すべき場所に行政文書ファイルが戻され

ておらず放置されていたため、当該文書の管理を担当する職員とは別
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の職員が誤ってごみと認識し、廃棄をしてしまった事例  

 

③ 文書の管理者や保存場所を変更した際に文書が紛失した 

・組織再編により、文書の引き継ぎを行った際、現物との照合が不十分で

あったため、紛失した可能性がある事例 

・庁舎の引っ越しに伴う執務室の移動に際し、現物との照合が不十分であ

ったため、紛失した可能性がある事例 

 

⑶ 文書の廃棄に際して問題があったもの 

① 保存期間満了前の行政文書ファイル等を廃棄対象文書に混在させた 

・廃棄対象文書の選別・特定において、廃棄協議済リストとファイル現物

との照合・確認を行っておらず、誤って保存すべき文書まで廃棄をして

しまった事例 

 

② 保存期間満了後であるが、内閣府の廃棄同意を得る前に文書を廃棄し   

た 

・ガイドラインにおけるルールを担当職員が理解していなかったことに

より、廃棄同意を得る前に廃棄をしてしまった事例 

・廃棄同意のルールがあること自体は理解していたが、すでに廃棄同意が

あったものと誤解し、同意を得ずに廃棄をしてしまった事例 

 

③ その他 

・公文書管理法のルール自体の理解が不十分であったため、行政文書ファ

イル管理簿に記載しないまま、廃棄協議を経ずに廃棄をしてしまった事

例  

・保存期間が１年以上の行政文書として保存すべき行政文書であったに

もかかわらず、当該文書が、別途、正本・原本が管理されている行政文

書の複製であったことから複製であれば廃棄をしても問題ないと誤解

し、廃棄協議を経ずに廃棄をしてしまった事例  

 

３ 公文書管理に関する通報窓口の設置   

公文書監察室においては、行政機関の職員等（現に行政機関に属する者

及びかつて当該行政機関に所属していた者をいう。）から内閣府独立公文書

管理監に対する通報窓口を設置している。 

職員等からの通報は、原則として、当該行政機関に設置された各府省Ｃ

ＲＯに対する通報窓口に行われ、当該各府省ＣＲＯより調査を行わない旨
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の通知又は調査結果の通知が行われた後に、独立公文書管理監への通報を

行うことができることとしている。 

なお、令和２年度において、内閣府独立公文書管理監に対する公文書管

理に係る通報はなかった（令和３年３月末時点）。 

 

 ４ 国立公文書館職員の派遣 

⑴ 作成・取得から長期間が経過した行政文書の管理に係る専門的助言等 

本年度の定期監査の一つである地方支分部局等における行政文書の管

理状況に係る監査に合わせて、監査対象部署の一部の協力を得て、昭和 27

年度までに作成・取得された文書 34等の長期間にわたり保存している行政

文書について、その現物の保存状態や保存環境について実地で確認等を行

った。  

その実施に当たっては、専門的見地から必要な助言等を行うため、国立

公文書館に協力を求め、同館職員の派遣を受けた。 

この取組を通じて、作成・取得から長期間が経過した行政文書について、

当該機関における保管状況や業務上の利用状況等を把握するとともに、調

査協力機関に対して、助言や情報提供等を行った。 

また、昨年度及び本年度の取組を踏まえて、当該文書の整理、保存及び

移管に当たっての以下の留意事項や相談先等を各府省の公文書監理室に

対して周知した。 

・行政文書ファイル管理簿に登録していない文書については、劣化により

判読・判別できない状態ではないことを確認した後で、まずは登録する

こと 

・温湿度・照度の調整、書庫への立ち入り制限、破損の防止など、適切な

方法で整理・保存を行うこと 

・現に使用しない文書は、延長せずに速やかに移管すること（移管元行政

機関等の利用に必要な手続を行えば、移管後に移管元行政機関等におい

て閲覧することが可能であること） 

 

⑵ 将来移管すべき行政文書の管理に関する各府省との意見交換 

本年度の定期監査の一つである行政文書の管理状況の点検・監査の実施

状況等に係る監査に合わせて、監査対象部署の協力を得て、将来移管すべ

き文書の管理状況や課題等についての意見交換を行った。その実施に当た

                                                      
34 ガイドラインでは、昭和 27年度までに作成・取得された文書について、「歴史資料として重要な公文書

その他の文書」に該当する可能性が極めて高いことから、原則として移管するものとされている（別表

第２の２(３)）。 
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っては、専門的見地から必要な助言等を行うため、国立公文書館に協力を

求め、同館職員の派遣を受けた。 

この取組を通じて、将来移管すべき行政文書について、調査協力機関に

おける管理状況や課題等を把握するとともに、当該機関に対しては、 

・新型コロナウイルス感染症に係る行政文書については、歴史的緊急事態

に決定されたことを踏まえて、該当する文書を把握した上で、行政文書

ファイルを作成し、行政文書ファイル管理簿に必要な事項を記載すると

ともに、保存期間満了時の措置は原則移管とする必要があること 

・移管・廃棄簿については、総括文書管理者が調製することとなっており、

毎年度作成・保存し、保存期間満了後に移管する必要があること 

・法令、規則、計画等に係る文書については、移管となる可能性が高いこ

とから、該当する文書を把握し、保存期間満了時の措置を確認するなど、

適切に管理する必要があること 

等、基本的な制度の説明及び各機関の課題等に応じて必要な助言を行った。 
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Ⅵ 公文書管理の適正の確保に向けて 

 

令和２年度においては、Ⅱ～Ⅳに記載した３つの定期監査を実施した（対

象については、それぞれ、巻末別添１～３参照）。これにより、公文書監察

室が平成 30年９月に発足した後、各府省ＣＲＯが置かれた行政機関の約７割

について定期監査の対象としたことになる。これまでの監査を通じ各府省の

行政文書管理の大まかな状況を把握してきたところ、ＣＲＯ室を中心に、公

文書管理の適正の確保に向けた取組は着実に進展しているものと考えてい

る。他方で、依然として、行政文書の紛失・誤廃棄等の不適切な取扱いの事

案も数多く発生している。また、こうした事案に至らなくとも、本年度の定

期監査においては、改善・見直しを要する管理状況も散見されている。 

 

本年の公文書監察室の取組を通じて明らかとなった横断的な課題としては、

ガイドラインで規定された研修や点検・監査について、職員に対して公文書管

理のルールについて的確に伝え、理解させることはもとより、職員が、その理

解を基にし、正確で適正な文書管理業務の遂行につなげられるよう、ＣＲＯ室

において、各府省の実情に応じた効果的な研修、点検、監査の在り方を不断に

検討し、実施をしていくことの重要性である。 

 

ガイドラインにおいては、行政文書のライフサイクルに応じて、作成、整理、

保存、移管、廃棄の各段階において、職員や文書管理者が行うべき業務が規定

されている。そのための必要な知識や技能を得るために、総括文書管理者は研

修を実施することとされており、各行政機関においては、自ら主催する研修の

ほかe-ラーニングの活用や国立公文書館主催の研修に職員を参加させるなど

しているところである。一方で、Ⅲで指摘したように、行政文書ファイル管理

簿への記載に係る手続漏れ等のように公文書管理制度の根幹にかかわる事例

がみられたことも事実であり、公文書管理制度の職員への浸透については課題

もみられる。 

 

こうした現状を踏まえ、各府省ＣＲＯ及びＣＲＯ室においては、研修によっ

て、当該行政機関における職員一人ひとりがそれぞれの職責・業務に応じて、

行政文書の管理に係る必要な知識や技能を不足なく身に付け、実務において実

践しているか、そして行政文書の点検・監査を行うに当たっては、自らの行政

機関の課題等を認識しながら、行政文書の不適切な取り扱いを見過ごすことの

ないような手法となっているか等、今一度、見直してみることが重要である。 
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とりわけ、行政文書の点検は、ガイドラインにおいて文書管理者が少なくと

も毎年度１回実施することとされており、文書管理の状況をチェックする貴重

な機会である。この機会を活かし、行政文書ファイル管理簿への記載状況を確

認したり、すでに行政文書ファイル管理簿に記載し保存している文書について、

ガイドラインに照らし問題が生じていないか確認をすることにより、行政実務

の円滑な遂行につながることはもとより、行政文書の紛失・誤廃棄等の防止に

つなげることもできる。当然、業務の繁忙や保有する行政文書の量やその保管

場所等の問題もあり、毎年度全ての行政文書ファイルについてこうした確認を

することは困難な場合もあるが、各府省庁等の実情に応じて数年の単位で計画

的に工夫をしながら取り組むことも必要なことと考えられる。加えて、文書管

理者等が、ＣＲＯ室が示した着眼点等を踏まえ、点検をきちんと行うことがで

きるよう、必要な研修の実施等を行うことも求められることである。 

 

こうした点を踏まえ、各府省ＣＲＯ及びＣＲＯ室においては、業務内容や文

書管理の状況、外局や地方支分部局等も含めた体制等自らの組織の特性、さら

に、過去に行政文書の紛失・誤廃棄等の事案があった場合には、その原因をよ

く分析したうえで、効果的な研修や点検・監査の実施を図るとともに、適切な

公文書管理に向けた取組を更に進めるため、自らの機能強化も含め、引き続き

主導的な役割を果たしていただきたいと考える。 

 

なお、本報告書で取り上げた工夫事例等の多くは、現物ファイルへの背表紙

の記載や書庫・書棚など、基本的に紙媒体で保存されたものの取扱いに係るも

のが多くなっている。他方で、今後作成・取得する行政文書については、電子

媒体を正本・原本として体系的に管理することが基本とされている。そのため、

現在保有する紙媒体の行政文書について、引き続き適正な管理に努めつつ、電

子的な管理の実施に積極的に取り組んでいく必要がある。 

 

また、当室の活動を公文書管理制度の運用にフィードバックすることも重要

である。廃棄協議に係る協議の現状（Ⅱ－２－⑷③イ参照）への対応を含め、

定期監査等で把握した課題について、運用改善に活かされるよう、制度を所管

する公文書管理課との共有等を図っていく。 
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【別添１】 

地方支分部局等における行政文書の管理状況に係る監査 対象部署一覧  

 

行政機関名 監査対象部署 

人事院 中部事務局第二課 

内閣府 沖縄総合事務局農林水産部食料産業課 

宮内庁 京都事務所庶務課 

消防庁 消防大学校 

検察庁 札幌高等検察庁総務部検務課 

公安調査庁 四国公安調査局総務部総務管理官 

外務省 外務省研修所 

文部科学省 日本学士院事務局 

海上保安庁 第六管区海上保安本部警備救難部環境防災課 

環境省 東北地方環境事務所総務課 

原子力規制委員会 原子力安全人材育成センター規制研修課 

防衛装備庁 航空装備研究所管理部総務課 

(部署名等は公文書監察室が定期監査を行った時点のもの) 
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【別添２】 

行政文書ファイルの管理状況に係る監査 対象課室一覧（※は実地調査を実施） 
 

行政機関名 監査対象課室 関係する審議会等 

内閣府 政策統括官（政策調整担当）付参事官（障害者施策担当） 障害者政策委員会 

 食品安全委員会事務局評価第二課 ※ 食品安全委員会 （肥料・飼料等専門調査会） 

 宇宙開発戦略推進事務局（担当参事官） 宇宙政策委員会 

 子ども・子育て本部（担当参事官） 子ども・子育て会議 
金融庁 監督局銀行第二課 金融機能強化審査会 

 証券取引等監視委員会事務局総務課 証券取引等監視委員会 

消費者庁 消費者教育推進課 消費者教育推進会議 
総務省 情報流通行政局総務課 情報通信行政・郵政行政審議会 

 総合通信基盤局電気通信事業部料金ｻｰﾋﾞｽ課 情報通信審議会 （電気通信事業政策部会） 

 消防庁総務課 消防審議会 

外務省 大臣官房人事課 外務人事審議会 

文部科学省 総合教育政策局政策課 中央教育審議会 

 高等教育局高等教育企画課大学設置室 大学設置・学校法人審議会 

 高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室 ※ 国立大学法人評価委員会 

 文化庁政策課 文化審議会 （総会及び文化政策部会） 

厚生労働省 医政局総務課 社会保障審議会 （医療分科会） 
 医政局医事課 医道審議会 

 健康局がん・疾病対策課 がん対策推進協議会 

  肝炎対策推進協議会 

  アレルギー疾患対策推進協議会 

 医薬・生活衛生局食品基準審査課 薬事・食品衛生審議会 （食品衛生分科会） 

 医薬・生活衛生局水道課 厚生科学審議会 （生活環境水道部会） 

 保険局医療課 中央社会保険医療協議会 

農林水産省 大臣官房政策課 ※ 食料・農業・農村政策審議会 

 経営局保険課 農漁業保険審査会 

 水産庁漁政部漁政課 水産政策審議会 

経済産業省 経済産業政策局産業構造課 産業構造審議会 

 商務情報政策局産業保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ鉱山・火薬類監理官 中央鉱山保安協議会 

 資源エネルギー庁長官官房総務課 ※ 総合資源ｴﾈﾙｷﾞｰ調査会 （基本政策分科会） 

 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課 調達価格等算定委員会 

 中小企業庁事業環境部企画課 中小企業政策審議会 

国土交通省 国土政策局地方振興課 国土審議会 （豪雪地帯対策分科会ほか） 
 不動産・建設経済局建設業課 中央建設業審議会 

 水管理・国土保全局河川計画課 社会資本整備審議会 （河川分科会） 
 住宅局建築指導課 中央建築士審査会 

 海事局総務課 交通政策審議会 （海事分科会） 
環境省 大臣官房環境保健部環境保健企画管理課特殊疾病対策室 臨時水俣病認定審査会 

 自然環境局国立公園課 中央環境審議会 （自然環境部会） 

原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房放射線防護ｸﾞﾙｰﾌﾟ放射線防護企画課 放射線審議会 

防衛省 大臣官房文書課 防衛施設中央審議会 

 人事教育局人事計画・補任課 防衛人事審議会 

 防衛装備庁長官官房監察監査・評価官 防衛調達審議会 

(課室名等は公文書監察室が監査を行った時点のもの) 
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【別添３】 

行政文書の管理状況の点検及び監査の実施状況等に係る監査 対象機関一覧 

 

行政機関名 監査対象機関 

人事院 事務総局公文書監理室 

内閣府 大臣官房総務課 

宮内庁 長官官房秘書課調査企画室 

最高検察庁 公文書監理官室 

外務省 大臣官房総務課公文書監理室 

経済産業省 大臣官房情報システム厚生課 

国土交通省 大臣官房総務課公文書監理・情報公開室 

環境省 大臣官房総務課 

(課室名等は公文書監察室が監査を行った時点のもの) 

 

 


